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◇ 「投資可能額」という考え方は妥当ではない 

「投資可能額」という概念は、そもそも前提に問題がある。償還期間を上限の五十年と

設定しており、債務返済後も 24.6 円／km の現行料金水準を徴収しつづけることが前提に

なっている。現行の料金水準は債務返済が完了する時点まで認められるものであり、完済

後は実質無料といえる管理費相当額へと大幅に減額されるのが原則である。いかにこの上

限五十年を短くするか智恵を絞ることが、この委員会の命題のひとつであるはずなのに、

最初から五十年と決めてしまうのでは与えられた課題に反する考え方になってしまう。 

 

この原則は、閣議決定において明確に規定されている。 

現行料金を前提とする償還期間は、五十年を上限としてコスト引下げ効果などを反映さ

せ、その短縮を目指す。（特殊法人等整理合理化計画） 

 

「投資可能額」という概念そのものが、閣議決定に明示された原則を遵守しない考え方

であり、委員会においてとるべき考え方としては妥当性を欠くと思われる。 

 

◇ 必要なのは外見ではなく中身の議論 

委員会で行なうべきことは、あとどれだけ投資できるか、という総額の数字ではなく、

適切な投資とはなにかという中身についての議論とその結果としての判断基準の策定であ

る。新しくできる分割民営化会社が、新規に投資を行なう場合、どのような基準で新規投

資を判断したらよいかという基準、優先順位を示すことである。 

 

新たな組織により建設する路線は、直近の道路需要、今後の経済情勢を織り込んだ費用

対効果分析を徹底して行ない、優先順位を決定する。（特殊法人等整理合理化計画） 

 

閣議決定に示されているように、優先順位を決定するために必要な基準つくりをするこ

とが当委員会の使命なのである。 

優先順位を決定する際の判断基準としては、以下の四点を総合的に勘案するのが望まし

いと考える。（猪瀬委員提出資料参照） 

１、採算性 

２、進捗率 

３、Ｂ／Ｃ（費用対便益分析） 

４、外部効果（医療福祉的観点における効果、ネットワーク効果など） 
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